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議会運営委員会会議録 

 

平成２９年６月５日 月曜日 

  午前９時００分開議 

  午前９時１４分閉議（実時間１４分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１ 本日の議事日程について 

 （1）中間報告申し出 

（2）議員提出発議案 

（3）市長提出案件 

（4）その他 

１ その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  野 﨑 伸 也 君 

副委員長  松 永 純 一 君 

委  員    亀 田 英 雄 君 

委  員    中 山 諭扶哉 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 議  長  鈴木田 幸 一 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

          君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

議会事務局長 東 坂  宰  君 

                              

○記録担当書記  嶋 田 和 博 君 

増 田 智 郁 君 

 

（午前９時００分 開会） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、ただいま

から議会運営委員会を開会いたします。 

                            

◎本日の議事日程について 

○委員長（野﨑伸也君） まず、議題の１番目、

本日の議事日程についてを議題とし、（１）中間

報告の申し出の２件について、説明を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） おはようござ

います。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）

本日から、６月定例議会が始まりますけれども、

皆さん方、よろしくお願いいたします。座って

説明いたします。 

お手元の平成２９年６月定例会議事日程（第

１号）をごらんいただきたいと思います。 

まず、日程第１・会期の決定につきましては、

本日から６月２８日までの２４日間とお決めい

ただいた後、日程第２では、５月の２９日の申

し出に基づき、議会運営委員会の野崎委員長よ

り、議長の諮問に関する事項についての中間報

告があります。 

 日程第３では、５月２３日の申し出に基づき、

議会改革特別委員会の幸村委員長より、議会改

革に関する諸問題の調査について、中間報告が

あります。 

 なお、幸村委員長の中間報告の後、これに対

して橋本幸一議員より少数意見の報告がありま

す。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま説明終わり

ましたが、何か質問ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、次に、（２）

議員提出発議案２件について、説明を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 日程第４では、

古嶋津義議員外１３名より提出されました、議

員定数を３２人から３０人に改正しようとする
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発議案第３号・八代市議会議員定数条例の一部

を改正する条例案について。また、日程第５で

は、幸村香代子議員外５名から提出されました、

議員定数を３２人から２８人に改正しようとす

る発議案第４号・八代市議会議員定数条例の一

部を改正する条例案についてでございます。 

この２件につきましては一括議題とし、それ

ぞれの趣旨弁明の後、質疑が行われます。 

なお、この後に御協議いただきますが、委員

会付託を省略されることになれば、引き続き、

討論、採決となります。 

以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明終わりましたけ

れども、何か質疑ございますか。 

○委員（亀田英雄君） １つ確認ですが、発議

案３号と４号は一括提案ということだったんで

すが、当然、質疑、討論は行われることになろ

うかと思いますが、（東坂議会事務局長「はい」

と呼ぶ）一括して質疑、討論と考えてよかです

かね。確認なんですが。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 一応、質疑も

一括、それから討論も一括でということで考え

ております。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） 了解しました。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、発議案２

件についての委員会付託について、協議いたし

ます。付託はいかがいたしましょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 付託なしという声が

ありました。それでは、お諮りいたします。議

員提出発議案２件については、委員会付託を省

略することに御異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

次に、（３）市長提出案件１３件について、説

明を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 日程第６から

日程第１８までの市長提出案件の議案１３件を

一括議題として、市長から提案理由の説明があ

ります。 

以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明終わりましたけ

れども、何か質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、（４）そ

の他の（イ）全国市議会議長会永年勤続表彰の

伝達及び祝詞、贈呈者について説明を求めます。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 全国市議会議

長会からの表彰伝達の件でございますけれども、 

本日は、開会後、直ちに表彰の伝達が行わるこ

とになりますけれども、今回該当となられる方

は、２５年以上の勤続として、山本幸廣議員、

また、１５年以上の勤続として、上村哲三議員、

亀田英雄議員、以上３名でございます。議長か

らの表彰伝達となります。 

その後、被表彰者の方に対します祝辞は、橋

本隆一議員が述べられます。 

また、３名を代表しての謝辞は、山本幸廣議

員から述べられることになっております。  

なお、市長から感謝状の贈呈と祝辞も予定さ

れております。 

説明は以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 説明終わりましたけ

れども、何か質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、議題の２

番目その他についてですが、何かございますか。 

○議会事務局長（東坂 宰君） 秘書広報課か

ら、今会期中、本会議の写真撮影の申し出があ

っておりますので報告いたしときます。 

以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいまの件につき
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まして、その旨、御了承おきをお願いしたいと

思います。 

ほかに、ございませんか。（「なし」と呼ぶ者

あり）ありませんか。よろしいですか。２．そ

の他、ほかにございませんか。（「最後だろ」と

呼ぶ者あり）最後です。 

○委員（村上光則君） それでは、ちょっとよ

かですか。私は２点について、ちょっとお尋ね

をしたいと思いますが。 

まず、１点目ですが、前回の議運でも政治倫

理についての話があったと思いますが、知り合

いのほうから話を聞いたわけですが、本人もこ

こにおられますので、確かめたいと思いますが、

成松議員が葬儀に花を贈られたということを、

もう検察庁に送ってあるというような捜査があ

っておるちゅうことであるわけですが、成松議

員はそれを知ってされたのか、事実なのか、そ

れをちょっと話を聞きたいなというふうに思う

わけであります。これは公職選挙法違反でです

ね、これはしてはならないというふうに確か私

はそういうふうに思ってですね、これまでもそ

ういうことを絶対やっておりません。しかも年

賀状でもですね、年賀状ぐらいでも年賀状は出

しちゃいかんというような公職選挙法で、これ

が決まってるといことで、私もはがき１枚も年

賀状１枚もですね、出したことなかっですけど

も、これをどのような議会としてですね、どの

ような対応をとっていかれるのか、委員長にち

ょっとお伺いしたいと思います。これがよけれ

ばですね、もう選挙前でありますので、私もこ

れが選挙違反でなければですね、私もどんどん

配ってよかっだなというふうに思っとるもんで

すから、それを確認したいと、１つはそれでご

ざいます。 

そして２つ目ですが、２つ目は政治倫理の件

で前回も３親等ということで建設業の入札なん

かがですね、３親等内であればだめということ

でですね、これも３親等ということで男の兄弟

は３親等にあたると、女性の姻族についてはで

すね、姻族についてはあたらないと、これは非

常に今の男女平等参画のなかでですね、男女平

等とうたっているなかで、これはおかしいんじ

ゃないかというふうに私は思います。で、こう

いうのもまた見直してですね、いったほうがい

いんじゃないかというふうに思いますが、委員

長どのように考えておられますか。お伺いいた

したいというふうに思います。 

○委員（成松由紀夫君） 発言したほうがいい

んでしょ。 

○委員長（野﨑伸也君） １点目の件について

ですか。名前が出ましたので。 

○委員（成松由紀夫君） １点目、名前が出た

けんが。いろいろとまだ警察の方々ともお話を

している最中で、ここでまだ話すようなことは

何もございませんので、コメントは差し控えさ

せていただきます。 

○委員（亀田英雄君） 今日はそのための会議

じゃなかっですが、明らかに法に触れるという

ことをされたということに対して、多くの議員

が知っとる中でですよ、議会としてそれに何も

手をかけんというのもですよ、それはいかがな

ものかなと。選挙違反って知とってですたい、

議会として何もアクションば起こさんというの

は、それはそっでまたおかしかって思うとです

よ。きょうは時間もありまっせん。この場でい

ろいろ論議することでもなかかもしれんとです

が、そのことについては議会としてはやはりき

ちんとですたい、襟を正せ、襟を正せと言われ

る議員さんですから、きちんとやっぱり、議会

としてもですよ、対応すべきじゃなかですか。

何らかの場を設けてですよね。せんば明らかに

選挙違反とわかっとっとに、そばせんというほ

うも議会もおかしかですもん。議員としたって

今後選挙ば控えとっとにですたい、選挙違反と

わかっとってよかばいということもでけんわけ

だけん。というふうに考えます。 
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○委員（成松由紀夫君） 選挙違反、選挙違反

とおっしゃいますけれども、まだ結論に至って

いない状況でもありますし、親族であるのは間

違いないところがありまして、そこの中身につ

いては今はまだ、警察の方々との流れがありま

すので、こういう公然とした場で選挙違反、選

挙違反とあんまり言われるのも、私も議員とし

ての名誉にかかわることですから、あまりそう

いう言葉を連発されるとまたちょっと。やはり

一定の結論が警察機関に預けてあるわけですの

で、その結論を見てからであれば、いつでもど

こでも対応いたします。 

○委員長（野﨑伸也君） 今ほど１点目の件に

ついてはですね、いろいろとお話があったとこ

ろなんですけれども、２点目の件については特

に皆さん方から何かございますか。（発言する者

あり）ないということでよろしいですかね、委

員長としてちょっとお話しますけども、政治倫

理の関係ですね、今議長の諮問ということで、

議会改革について、この議運のなかでもやって

いるわけなんですけども、その規定にですね、

抵触、当てはまるような部分での村上委員から

の御提案ではなかったかなというふうに思いま

す。ただ議運の中でまた議会改革の話の中で、

それを皆さんと議論していくべきものかどうか

というのも、今少し悩ましい部分がございます。

今日はですね、議会開会日初日ということでご

ざいまして、いろいろと日程も立て込んでおり

ますので、この件については一旦、委員長預か

りということにさせていただければと思います。

事務局ともちょっと今の意見について、提案に

ついてちょっと検討させていただいてですね、

また御報告、方向性についてもお示しをさせて

いただければというふうに思いますので、一旦

委員長預かりということにさせていただいてよ

ろしいでしょうか。 

（「よろしいです」と呼ぶ者あり） 

○委員（成松由紀夫君） 委員長預かりという

のも、ある程度一定のことが、警察あるいは検

察庁から何らかのことが出てから対応するべき

な話で、今２点目の話もですよ、それは審議中

の話であって、それを委員長預かりと２点目は

分かりますよ。１点目についてはですよ、検察

庁なり警察から一つのしっかりとした結論が出

てから、対応していただければ、私はいつでも

どこでもね、ちゃんとやりますので、それをよ

ろしくお願いしたいと思います。２点目あたり

も、兼業禁止も含めていろいろありますから、

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、御意見含めて

検討させていただきたいと思います。 

よろしいですか。（「はい」という者あり） 

それではほかにございますか。 

（「なし」という者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、以上で本

日の議会運営委員会を閉会いたします。 

 (午前９時１４分 閉会) 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

  平成２９年６月５日 

 議会運営委員会 

 委 員 長 

 


